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参加仕様書 

（四日市港管理組合勤怠管理システム導入及び保守管理業務委託） 
 

 

１ 目的 

  四日市港管理組合（以下、本組合という。）では職員の休暇、時間外勤務命令等は紙

媒体に記入し、押印による承認、命令により運用している。また、紙媒体の休暇簿、時

間外勤務命令簿を確認のうえ手作業により集計し、給与システムに反映させている。 

勤怠管理システムを導入することにより、職員の時間外勤務時間をいち早く確認でき

るようにすることで職員の健康管理を推進するとともに、時間外勤務等の申請・決裁処

理及び時間外勤務時間数、休暇取得日数の集計を電子化することにより、効率化を図る

ことを目的とする。 

 

２ 業務内容 

（１）業務名    四日市港管理組合勤怠管理システム導入及び保守管理業務委託 

（２）履行期間   契約の日から令和１４年３月３１日まで 

（３）履行場所   三重県四日市市霞二丁目１－１ 四日市港ポートビル内 

          及び受託会社内 

（４）契約限度額  １７，５４４，３４０円（税込） 

          令和 ７年度：         ０円 

          令和 ８年度： ９，９０１，５４０円 

          令和 ９年度： １，５２８，５６０円 

     年度割  令和１０年度： １，５２８，５６０円 

          令和１１年度： １，５２８，５６０円 

          令和１２年度： １，５２８，５６０円 

          令和１３年度： １，５２８，５６０円 

（５）業務仕様書  別添「業務仕様書」のとおり 

 

３ 参加資格に関する事項 

  次に掲げる条件をすべて満たした者とします。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者

であること。 

（２）四日市港管理組合物件関係入札参加資格者名簿（令和８年２月１日適用）に業務「シ

ステム開発・管理」で登録されている者であること。 

（３）四日市港管理組合から入札参加資格（指名）停止を受けている期間中でないこと。 

（４）県税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 
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４ 企画提案者の参加意思表示 

  企画提案に参加を希望する者は、次のとおり申し込みを行ってください。 

（１）提出期限 令和８年２月６日（金）１７時 

（２）提出場所 三重県四日市市霞二丁目１－１ 四日市港ポートビル９階 

        四日市港管理組合経営企画部総務課 

（３）提出方法 上記（２）の提出場所に、「参加資格確認申請書（様式第１号）」を２部、

持参、郵便または民間事業者による信書便のいずれかにより提出してく

ださい。１部は受付印押印後、返却しますので、郵便または民間事業者に

よる信書便により提出する場合は返信用封筒（切手貼）を同封してくださ

い。 

 

５ 質問の受付及び回答 

（１）質問の受付期限 令和８年１月３０日（金）１７時 

（２）質問の提出 

   公募型プロポーザルに関する質問は、質問書（様式任意）にて行い、電子メールによ

り下記１８担当者【E-MAIL：soumu@yokkaichi-port.or.jp】あてに添付提出すること。

メール送付後、確認の電話を入れること。 

（３）質問に対する回答 

   質問に対する回答については、令和８年２月４日（水）１７時までに四日市港管理組

合ホームページ入札情報に掲載します。 

 

６ 企画提案参加者の資格審査及び結果通知 

（１）企画提案参加者の資格審査 

   提出された「参加資格確認申請書（様式第１号）」等により資格審査を行います。 

（２）資格審査の結果通知 

   資格審査の結果は、申請者の参加資格がないと認めた場合のみ、令和８年２月１０日

（火）１７時までにメールにより通知する予定です。 

 

７ 企画提案書等の提出 

（１）企画提案書等の提出者 

   企画提案書等は、上記６（１）の資格審査において参加資格があると認められた者の

み提出することができます。 

（２）提出期間等 

  ア 提出期間 令和８年２月１２日（木） ８時３０分から 

         令和８年２月２０日（金） １７時まで 

  イ 提出場所 上記４（２）に同じ 

  ウ 提出方法 郵送又は持参すること。ただし、持参の場合は、提出期間のうち、土曜

日、日曜日、祝日を除く、平日８時３０分から１７時１５分まで（提出

期間の最終日は１７時００分まで）とする。なお、郵送する場合は、一

般書留郵便又は簡易書留郵便とし、企画提案書等が提出期限内に確実に

届くかどうかを送付前に郵便局で確認してください。 
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（３）企画提案書等の内容及び提出部数 

  ア 内容 

番号 項目 様式 記載内容 

１ 企画提案書表紙（様式２） 指定様式 
様式２を使用して、必要事項を記載し

てください。 

２ 企画提案内容 任意様式 

以下の項目について、実際に履行可能

な内容を記載してください。 

○システム連携 

・三重県の給与システムとのデータ連

携方法 

○業務遂行体制 

・本業務における組織体制 

・本業務実施スケジュール 

○運用保守 

・通常時における対応 

・障害発生時における対応 

○導入実積 

・過去５年間（Ｒ３．２～Ｒ８．１）で

地方自治体における勤怠管理システ

ムの導入（更新を含む）実績 

○独自提案 

・上記以外に管理組合の業務改善につ

ながる具体的な提案 

３ 
四日市港管理組合勤怠管理

システム機能調査表 
指定様式 

令和９年１月１日時点で具備できる機

能について、別紙「四日市港管理組合勤

怠管理システム機能調査表」に記載し

てください。 

４ 会社概要書 任意様式 

会社の名称、所在地、設立年月日、資本

金、従業員数、支店・営業所等の拠点を

記載してください。なお、会社のパンフ

レット等があれば添付してください。 

５ 経費見積書 任意様式 

見積書の内訳として、以下の２点が分

かるように記載してください。 

・①構築・導入経費と②運用保守経費

（令和９年１月１日～令和１４年３

月３１日まで） 

・令和８～１３年度の各年度における

費用の内訳及び総額 
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  イ 部数 

番号 項目 部数 規格 

１ 企画提案書表紙（様式２） １０部 

Ａ４判・両面印刷 

２ 企画提案内容 １０部 

３ 
四日市港管理組合勤怠管理

システム機能調査表 
１０部 

４ 会社概要書 １０部 

５ 経費見積書 １部 

 

８ 最優秀企画提案者の選定 

（１）企画提案書等の審査 

   この参加仕様書に基づき提出された企画提案書等については、別に設置する四日市

港管理組合勤怠管理システム導入及び保守管理業務委託公募型プロポーザル選定委員

会（以下、「選定委員会」という。）」において、その内容の審査を行い、最優秀提案者

を選定します。 

（２）プレゼンテーションの実施 

   選定委員会の審査にあたっては、以下のとおりプレゼンテーションを実施します。 

  ア 日時  令和８年２月２７日（金）午後から 

  イ 場所  三重県四日市市霞二丁目１－１ 四日市港ポートビル９階 第１会議室 

  ウ 時間  提案者ごとに時間を設定のうえ別途連絡します。（提案説明 15 分、質疑

15 分程度） 

  エ 説明者 当該事業を受託した場合に、実際に業務を担当される方を説明者として

ください。 

  オ その他 プレゼンテーションは事前にご提出いただく企画提案書等のみを用いて

行うものとします。 

（３）評価項目（ウェイト） 

  ア システム機能（２０） 

    ・機能要件を満たしているか。 

     （「四日市港管理組合勤怠管理システム機能調査表」参照） 

  イ システム連携（１０） 

    ・三重県の給与システムとのデータ連携方法は適切であるか。 

  ウ 業務遂行体制（２０） 

    ・本業務を円滑に実施できる適切な執行体制、十分な人員が確保されているか。 

    ・システム更新が確実に実施できるスケジュールとなっているか。 

  エ 運用保守（２０） 

    ・システム等の安定的かつ適切な稼働を見込める運用となっているか。 

    ・障害発生時に速やかに対応できる体制となっているか。 

  オ 導入実積（２０） 

    過去５年間（Ｒ３．２～Ｒ８．１）に、官公庁において、提案システムと同じシス     

テムを導入（更新を含む）した実績を有しているか。 

カ 価格（５） 

    積算の妥当性及び経費節減に配慮した金額となっているか。 

  キ 独自提案（５） 

    仕様書に定める以外に、管理組合の業務改善につながる具体的な提案が含まれて
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いるか。 

（４）選定委員会において必要があると判断された場合は、補足資料の提出を求めることが   

あります。 

（５）選定の結果については、各提案者に対して文書により通知します。 

 

９ 無効となる提案 

  次のいずれかに該当するときは、その者の参加及び提案は無効とします。 

（１）企画提案に参加する資格がない者が提案したとき。 

（２）提案者が本プロポーザルに対して２以上の提案をしたとき。 

（３）提案者が他人の提案の代理をしたとき。 

（４）参加に際して事実に反する申込みや提案などの不正行為があったとき。 

（５）見積書の金額又は重要な文字を訂正したとき。 

（６）住所、氏名又は押印を欠く見積書を提出したとき。 

（７）重要な文字の誤脱、又は識別しがたい見積書を提出したとき。 

（８）提出書類が提出期限を越えて提出されたとき。 

（９）その他、あらかじめ指示した事項に違反したとき及び提案者に求められる義務を履行

しなかったとき。 

 

１０ 契約方法に関する事項 

（１）上記８により選定された最優秀提案者は、上記３（４）に関する次のａ又はｂによる

納税確認書及び納税証明書の写しを提出してください。ただし、提出日から前６か月以

内に発行されたものに限ります。 

  ａ 県内に本店を有する事業者 

  （ａ）所管県税事務所が発行するすべての県税の納税確認書 

  （ｂ）所轄税務署が発行する消費税及び地方消費税の納税証明書（その３未納税額の 

ないこと用） 

  ｂ 県外に本店を有する事業者 

  （ａ）所管県税事務所が発行するすべての県税の納税確認書（※県内に営業所等を有す

る場合のみ） 

  （ｂ）所轄税務署が発行する消費税及び地方消費税の納税証明書（その３未納税額のな

いこと用） 

（２）当該業務を履行できると四日市港管理組合管理者が判断した企画提案者であって、四

日市港管理組合財務規則第８７条第２項の規定により作成された予定価格の範囲内で、

最も優れた提案をした最優秀提案者と契約条件を協議の上、委託契約を締結します。 

（３）契約条項は、四日市港管理組合経営企画部総務課 総務担当において示します。 

（４）契約保証金は、契約金額の１００分の１０以上の額とします。ただし、四日市港管理

組合財務規則第９７条各号のいずれかに該当する場合は免除します。 

（５）契約書の作成の要否 要 

（６）契約書は２通作成し、四日市港管理組合及び受託者の双方各１通を保有するものとし

ます。 

（７）契約書の作成に要する費用は、全て受託者の負担とします。 

（８）契約は、四日市港管理組合経営企画部総務課 総務担当において行います。 

 

１１ 監督及び検査 
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  契約条項の定めるところによります。 

 

１２ 契約代金の支払方法、支払場所及び支払時期 

  契約条項の定めるところによります。 

 

１３ 手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨に限ります。 

 

１４ 暴力団等排除措置要綱による契約の解除 

  受託者が「四日市港管理組合の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱」第３条又

は第４条の規定により、「四日市港管理組合物件の買入れ等資格（指名）停止措置要領」

に基づく資格（指名）停止措置を受けたときは、契約を解除することができるものとしま

す。 

 

１５ 不当介入に係る通報等の義務及び義務を怠った場合の措置 

（１）受託者は、業務の履行にあたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等（以下

暴力団等という。）による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとします。 

  ア 断固として不当介入を拒否すること。 

  イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。 

  ウ 委託者に報告すること。 

  エ 業務の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に

遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、委託者と協議を行うこと。 

（２）受託者が（１）のイ又はウの義務を怠ったときは、四日市港管理組合の締結する契約

等からの暴力団等排除措置要綱第７条の規定により、四日市港管理組合物件の買入れ

等資格（指名）停止措置要領に基づく資格（指名）停止措置を講じます。 

 

１６ 個人情報の保護 

（１）この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報

の取扱いに関する特記事項」を守らなければなりません。 

（２）個人情報保護法第１７６条、第１８０条及び第１８４条に委託を受けた事務に従事し

ている者、もしくは従事していた者等に対する罰則を規定しているため留意してくだ

さい。 

 

１７ その他 

（１）企画提案に必要な費用は、プロポーザル参加者の負担となります。 

（２）企画提案されたものは、経費見積書（上記７（３））の中ですべて実現できるものと

判断します。 

（３）提出された全ての書類は返却しません。 

（４）提出された全ての書類は、四日市港管理組合情報公開条例に基づき情報公開の対象と

なります。 

（５）その他必要な事項は、四日市港管理組合財務規則に規定するところによります。 

 

１８ 担当課 

 〒５１０－００１１ 三重県四日市市霞二丁目１－１ 
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 【参加申請手続に関する事項】 

  四日市港管理組合経営企画部総務課 管財・契約担当 

  電 話：０５９－３６６－７００９ 

  ＦＡＸ：０５９－３６６－７０４８ 

 

 【業務内容に関する事項】 

  四日市港管理組合経営企画部総務課 総務担当 

  電 話：０５９－３６６－７００６ 

  ＦＡＸ：０５９－３６６－７０４８ 

  E-MAIL：soumu@yokkaichi-port.or.jp 

 


